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令和７年度性被害防止対策に係る福岡市保育所等の設備導入支援事業費補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 性被害防止対策に係る保育所等の設備導入支援事業費補助金（以下、「補助金」とい

う。）の交付については、福岡市補助金交付規則（昭和 44 年福岡市規則第 35 号）に定める

もののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援を行うことで、

性被害防止のための対策とすることを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において、「保育所等」とは、福岡市内に所在する次の各号に掲げるもので

あって、福岡市以外の者が設置したものとする。 

（１） 保育所  

児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号（以下「法」という。））第 39 条第１項の規定に

より設置された保育所をいう。 

（２） 幼保連携型認定こども園 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年

法律第77号。以下「認定こども園法」という。）第２条第７項に規定する施設 

（３） 保育所型認定こども園 

第１号のうち、認定こども園法第３条第１項及び第３項に基づき認定した施設 

（４） 地域型保育事業所 

子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号、以下「支援法」という。）第７条第５ 

項に規定する地域型保育事業を行う事業所をいう。  

（５） 認可外保育施設  

児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 59 条の２に基づく届出を行っている認可 

外保育施設（認可外の居宅訪問型保育事業を除く。以下同じ。）をいう 

 

（事業の範囲） 

第４条 補助金の交付は、全て予算の範囲内で行うものとする。 

 

（補助対象事業） 

第５条 補助金の対象となる事業は、保育所等を設置経営する法人その他の団体の代表者又

は個人（以下、「保育所等設置者」という。）が、第３条に定める対象施設において性被害

防止対策を図るため、パーテーション、簡易扉、簡易更衣室及びカメラ、人感センサーラ

イト等の設備の購入や更新を行う事業をいう。 

 

（補助対象経費） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費は、前条の事業の実施に要する経費（以下、「補助対

象経費」という。）とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する経費は対象としない。 

(1) 他の補助金の交付対象となる事業の経費 

(2) 既存設備の改修・修繕・取り外し等の経費 

(3) クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行う場合の、クレ

ジット会社に対する分割払い手数料（金利） 
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（補助金の額） 

第７条 補助金の額は、対象施設１施設当たり１０万円を基準額とし、基準額と補助対象経

費の実支出額（ただし寄付金その他の収入額がある場合は、実支出額からこれらを控除し

た額）を比較して少ない方の額に４分の３を乗じて得た額とする。 

２ 前項の規定により算定した補助金の額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り

捨てるものとする。 

 

（補助対象者） 

第８条 この要綱に基づき、補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当す

る者とする。 

(１) 福岡市内に所在する保育所等を運営する者であること 

(２) 本市の市税を滞納していないこと 

 

（補助金の交付申請） 

第９条 補助金の交付を申請しようとする保育所等設置者は、市長が別途通知する日までに、

性被害防止対策に係る福岡市保育所等の設備導入支援事業費補助金交付申請書（様式第１

号。以下「申請書」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 申請書に添付すべき書類は、市長が別途通知する。 

３ 申請者は、申請書を提出するにあたって当該補助金の仕入れに係る消費税相当額（補助

対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち消費税法（昭和 63 年法律

第 108 号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地

方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額

に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合に

は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金の仕入

れに係る消費税相当額が明らかでない場合については、この限りではない。 

 

（補助金の交付決定及び通知） 

第 10 条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があった場合は、内容を確認し、補

助金の交付の可否及び交付すべき補助金額を決定し、性被害防止対策に係る福岡市保育所

等の設備導入支援事業費補助金交付決定通知書（様式第２号。以下「交付決定通知書」と

いう。）により、速やかに通知を行うものとする。 

 

(補助金交付の条件) 

第 11 条 市長は、補助金の交付の決定をする場合には、次の各号に掲げる事項につき条件を

付するものとする。 

(1) 補助事業の内容、経費の配分又は執行計画の変更（市長が認める軽微な変更を除く。）

をする場合においては、市長の承認を受けること。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合

においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

(4)事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、

又は効用の増加した価格が単価 30 万円以上の機械、器具及びその他の財産については、

適正化法施行令第 14 条第１項第２号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間

（以下「処分制限期間」という。）を経過するまで、市長の承認を受けないで、この間接

補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃

棄してはならない。 
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(5)市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部

又は一部を市に納付させることがある。 

(6)事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な

管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。 

(7)事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書

類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承

認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておか

なければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価 30 万円

以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財

産処分が完了する日、又は処分制限期間で定められている期間を経過する日のいずれか

遅い日まで保管しておかなければならない。 

(8) この交付決定に対して不服がある場合における申請の取下をすることができる期間は、

この交付決定通知書受領の日から 30 日以内とする。 

(9) その他福岡市補助金交付規則の定めを遵守すること。 

 

（実績報告） 

第 12 条 第 10 条の規定による補助金の交付決定を受けた者は、令和８年３月 31 日までに性

被害防止対策に係る福岡市保育所等の設備導入支援事業費補助金実績報告書（様式第３号。

以下「実績報告書」という。）及び次項に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

２ 実績報告書に添付すべき書類は、次の各号に掲げるものとする。 

 (1) 対象期間内に補助対象設備の購入や更新を行ったこと及びその料金を確認できる書類 

 (2) その他市長が必要と認める書類 

３ 第９条第３項ただし書きに基づき交付の申請をした補助事業者は、実績報告書を提出す

るにあたって、本補助金の仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には、これを

補助額から減額して報告しなければならない。 

４ 第９条第３項ただし書きに基づき交付の申請をした補助事業者は、実績報告書を提出し

た後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の仕入れに係る消費税相当額が確

定した場合には、その金額（前項の規定により減額した場合は、その金額が減額した額を

上回る部分の金額）を消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（様式第７号）に

より速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければ

ならない。 

 

（補助金の確定等） 

第 13 条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、その内容を確認し、交付すべき補助金額

を確定し、性被害防止対策に係る福岡市保育所等の設備導入支援事業費補助金確定通知書

（様式第４号）により、速やかに通知を行い、補助金を交付する。 

 

（申請の取り下げ） 

第 14 条 第 10 条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、交付の決定の内容又はこれ

に付された条件に不服があるとき、又は補助の対象となる要件を満たさないときは、性被

害防止対策に係る福岡市保育所等の設備導入支援事業費補助金交付取下書（様式第５号）

により市長が定める期日までに申請の取下げをすることができる。   

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、

なかったものとみなす。 

 

（補助金の決定取消し及び返還） 

第 15 条 市長は、補助金の決定を受けた者が、この要綱の規定に違反した場合は、実施を決
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定した事業の全部若しくは一部を取り消すものとし、補助金が既に交付されている場合は、

その返還を命ずるものとする。 

 

（暴力団の排除） 

第 16 条 市長は、福岡市暴力団排除条例（平成 22 年福岡市条例第 30 号。次項において「暴

排条例」という。）第６条の規定に基づき、本条に規定する排除措置を講じるものとする。 

２ 市長は、補助金の交付の申請をした保育所等が次の各号のいずれかに該当するときは、

この要綱に定める他の規定に関わらず、補助金を交付しないものとする。 

(1) 暴排条例第２条第２号に規定する暴力団員 

(2) 法人でその役員のうちに前号に該当する者がある場合 

(3) 暴排条例第６条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

３ 市長は、本事業の適用を受けた保育所等が前項各号のいずれかに該当したときは、補助

金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

４ 市長は、補助金からの暴力団の排除に関し警察への照会確認を行うため、申請を行った

施設長等に対し当該施設長等（法人であるときは、その役員）の氏名（フリガナを付した

もの）、生年月日、性別等の個人情報の提出を求めることができる。 

 

（委任） 

第 17 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はこども未来局長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、決裁の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

（期間） 

この要綱は、令和８年３月 31 日をもって廃止する。なお、令和８年３月 31 日以前に交

付決定を行った事業については、この要綱を適用する。 
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様式第１号 

 

令和７年度性被害防止対策に係る福岡市保育所等の設備導入支援事業費補助金 

交付申請書 

 

令和  年  月  日 

（あて先）福岡市長  

申請者の住所又は所在地            

申請者の団体名及び         

代表者の職・氏名         

（又は氏名）            

 

標記の補助金の交付を受けたいので、同補助金交付要綱を承知の上、関係書類を添えて下

記のとおり申請します。 

記 

 
１ 対 象 施 設 名                             

 

２ 施 設 種 別                          

 

３ 補助金の申請額                         円 

 

４ 補助事業の執行に関する収支計画 

※収入・支出の部の計は一致する  

区    分 金  額 説  明 

収

入

の

部 

福 岡 市 補 助 金 収 入  
 

自 己 資 金  
 

計  
 

支

出

の

部 

性被害防止対策に係る福岡市保育所等

の設備導入支援事業に要する費用 
 

 

計  
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５ 性被害防止対策に係る福岡市保育所等の設備導入支援事業費補助金交付要綱 

第８条（補助対象者）及び第 16 条(暴力団の排除)に基づく記載 

 

(１) 申請者が個人の場合 

下記に、指定している項目について記入してください。 

申請者氏名 
生 年 月 日 

元号 大正：Ｔ 昭和：Ｓ 平成：Ｈ 

（フリガナ） 

Ｔ･Ｓ･Ｈ    年   月   日 

 

(２) 申請者が法人の場合 

   「役員名簿」(様式第６号)を提出してください。 

ただし、法人が作成している「役員名簿」に、様式第６号に指定している項目が 

すべて含まれている場合は、本様式に代えることができます。 

 

申請者は、本件申請にあたり市に提出した個人情報について、市が市税の課税状況や納付
状況の照会確認及びこの補助金からの暴力団排除のため福岡県警察への照会確認に使用す
ることに同意します。 

また、申請者が市税を滞納していたとき又は暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接
な関係を有する者に該当したとき（申請者が法人である場合、当該法人の役員が暴力団員に
該当したときを含む。）は、市がこの補助金を交付しないこと、又は補助金の交付の決定を
取り消すことについて同意します。 
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様式第２号 

 

令和７年度性被害防止対策に係る福岡市保育所等の設備導入支援事業費補助金 

交付決定通知書 

 

第     号 

令和  年  月  日 

 

               様 

 

福岡市長                

 

 先に申請のあった性被害防止対策に係る福岡市保育所等の設備導入支援事業費補助金につ

いて、下記のとおり交付することに決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 対 象施設名                     

 

２ 補助金内示額                    円 

             

３ 補助金交付予定時期                       

 

４ 補助条件 

(1)補助事業の内容、経費の配分又は執行計画の変更（市長が認める軽微な変更を除く。）をす

る場合においては、市長の承認を受けること。 

(2)補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。 

(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合におい

ては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

(4)事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は

効用の増加した価格が単価 30 万円以上の機械、器具及びその他の財産については、適正化法

施行令第 14 条第１項第２号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間（以下「処分

制限期間」という。）を経過するまで、市長の承認を受けないで、この間接補助金の交付の目

的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。 

(5)市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は

一部を市に納付させることがある。 

(6)事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理

者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。 

(7)事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を

整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受け

た場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければなら

ない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価 30 万円以上の機械、器具

及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、

又は処分制限期間で定められている期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかな

ければならない。 

(8)この交付決定に対して不服がある場合における申請の取下をすることができる期間は、この 

交付決定通知書受領の日から 30 日以内とする。 

(9)その他福岡市補助金交付規則の定めを遵守すること。 
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様式第３号  

 

令和７年度性被害防止対策に係る福岡市保育所等の設備導入支援事業費補助金 

実績報告書 

 

                                                     令和   年   月   日 

 

（あて先）福岡市長  

                    

申請者の住所又は所在地 

申請者の団体名及び   

代表者の職・氏名    

（又は氏名）       

 

 

 

性被害防止対策に係る保育所等の設備導入支援事業費補助金が完了しましたので、下記の

とおり報告します。 

 

対象施設名 

 

 

補助事業の実施状況 

 

補助事業の収支報告書 

補助金内示額 

 

円  

補助金清算額 円 

事業実施終了日 令和    年    月    日 

（備考） 
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様式第４号 

 

令和７年度性被害防止対策に係る福岡市保育所等の設備導入支援事業費補助金 

確定通知書 

 

 

第   号 

令和   年   月   日 

 

 

 

                   様 

 

 

福岡市長               

 

 

   先に交付決定した性被害防止対策に係る保育所等の設備導入支援事業費補助金につい

ては、実績報告書に基づき、補助金の額を下記のとおり確定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

 

１ 対 象 施 設 名                    

 

 

２ 補 助 金 確 定 額                   円 

 

 

３ 補助金交付予定時期                     

 

 

４ 補 助 条 件 

    

福岡市補助金交付規則の規定を遵守すること。
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様式第５号  

 

令和７年度性被害防止対策に係る福岡市保育所等の設備導入支援事業費補助金 

交付取下書 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

（あて先）福岡市長   

 

 

申請者の住所又は所在地 

申請者の団体名及び   

代表者の職・氏名      

（又は氏名）      

 

 

  先に決定を受けた性被害防止対策に係る保育所等の設備導入支援事業費補助金について

は、下記の理由により交付の取下を申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 対 象 施 設 名                      

 

 

２ 補 助 金 内 示 額                     円 

 

 

３ 交付決定通知書の受領年月日 

 

                  年    月   日 

 

４ 取下理由 
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様式第６号 
役 員 名 簿 

 
【法人名：           】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※役員全員を記載してください。 
※この役員名簿により収集した個人情報については、この補助金からの暴力団排除のため福岡県

警察への照会確認に使用します。 

役職名 

フリガナ 生 年 月 日 
元号 
大正：Ｔ 昭和：Ｓ 平成：Ｈ 

氏 名 
元号 年 月 日 
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様式第７号 

 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

令和  年  月  日 

 

あて先 福岡市長  

 

           申請者の住所                        

   

申請者の団体名及び代表者の氏名                 

（又は氏名）                            
 

 

                  

令和  年  月  日付指監第  号により補助金の交付決定を受けました令和   

年度性被害防止対策に係る保育所等の設備導入支援事業費補助金における消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 

１ 補助金の確定額又は実績報告額                円 

   

 ２ 消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

（要補助金返還相当額） 

                                 円 

 

 ３ 添付資料 

記載内容を確認するための書類（２の金額の積算の内訳書等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


